
旧様式及び新様式での届出にあたっての注意事項 

 

チェックボックスが新設される省令様式については、チェックボックスにチェックがなされていることが

形式上の要件となりますので、旧様式で届出する場合は、①旧様式に直接チェックボックスの記載を追記す

る、又は②チェックボックスの記載がなされた別紙（次項参照）を添付する必要があります。 

 

令和３年４月１日以降 

旧様式 

押印又は署名 不要 

＜協定届・決議届＞ 

チェックボックスの追記（別紙添付可） 

及び 

チェックボックスへのチェック 

必要 

新様式 

押印又は署名 不要 

＜協定届・決議届＞ 

チェックボックスへのチェック 
必要 

 




